
山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱 

 

 

（通則） 

第１条 山梨県地域子ども・子育て支援事業費補助金については、山梨県補助金等交付規

則（昭和３８年山梨県規則第２５号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条に規

定により市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業に要する経費に対し予算の範囲

内で補助金を交付し、子ども・子育て支援の着実な推進を図ることを目的とする。 

 

（交付の対象） 

第３条 この補助金の交付の対象は、市町村が行う次の事業とする。 

（１）利用者支援事業 

「利用者支援事業の実施について」（令和６年３月３０日こ成環第１３１号、こ支

虐第１２２号、５文科初第２５９４号）の別紙に定める利用者支援事業 

（２）延長保育事業 

「延長保育事業の実施について」（令和６年４月１日こ成保第２２５号）の別紙に

定める延長保育事業 

（３）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

「実費徴収に係る補足給付を行う事業の実施について」（令和６年４月２３日こ成

保第２５６号、６文科初第２７７号）の別紙に定める実費徴収に係る補足給付を行う

事業 

（４）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

「多様な事業者の参入促進・能力活用事業の実施について」（令和６年４月２５日

こ成保第２６１号、６文科初第２９８号）の別紙に定める多様な事業者の参入促進・

能力活用事業 

（５）子育て短期支援事業 

「子育て短期支援事業の実施について」（令和６年３月３０日こ成環第１０３号）

の別紙に定める子育て短期支援事業 

（６）乳児家庭全戸訪問事業 

「乳児家庭全戸訪問事業の実施について」（平成２６年５月２９日付け雇児発   

０５２９第３２号）の別紙に定める乳児家庭全戸訪問事業 



（７）養育支援訪問事業 

「養育支援訪問事業の実施について」（令和６年３月２８日こ支虐第８８号）の別

紙に定める養育支援訪問事業 

（８）子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

「子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業の実施について」（平成２６年５月

２９日付け雇児発０５２９第３４号）の別紙に定める子どもを守る地域ネットワーク

機能強化事業 

（９）子育て世帯訪問支援事業 

   「子育て世帯訪問支援事業の実施について」（令和６年３月３０日こ成環第１０４ 

号）の別紙に定める子育て世帯訪問支援事業 

（10）児童育成支援拠点事業 

   「児童育成支援拠点事業の実施について」（令和６年３月３０日こ成環第１０５号） 

の別紙に定める児童育成支援拠点事業 

（11）親子関係形成支援事業 

   「親子関係形成支援事業の実施について」（令和６年３月３０日こ成環第１０６号） 

  の別紙に定める親子関係形成支援事業 

（12）地域子育て支援拠点事業 

「地域子育て支援拠点事業の実施について」（令和６年３月３０日こ成環第１１３

号）の別紙に定める地域子育て支援拠点事業 

（13）一時預かり事業 

「一時預かり事業の実施について」（令和６年３月３０日５文科初第２５９２号、

こ成保第１９１号）の別紙に定める一時預かり事業 

（14）病児保育事業 

「病児保育事業の実施について」（令和６年３月３０日こ成保第１８０号）の別紙

に定める病児保育事業 

（15）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）の実施につい

て」（令和６年３月３０日こ成環第１２０号）の別紙に定める子育て援助活動支援事

業（ファミリー・サポート・センター事業） 

（16）産後ケア事業 

「産後ケア事業の実施について」（令和７年３月２６日こ成母第２２８号）の別紙

に定める産後ケア事業 

 

（交付額の算定方法） 

第４条 この補助金の交付額は、別表の第２欄に定める区分ごとに、次により算出された



額の合計額とする。ただし、算出された区分ごとの合計額に１，０００円未満の端数が

生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（１）第２欄の各区分ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める対象経費の実支出

額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを

比較して少ない方の額を選定する。 

（２）第２欄の各区分ごとに、（１）により選定された額に第５欄に定める県の補助率を

乗じて得た額の合計額を交付額とする。 

 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする市町村長は、補助金交付申請書（様式第１号）に

関係書類等を添えて、別に定める日までに、知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定） 

第６条 知事は、提出された申請書の内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、

交付決定通知書（様式第２号）による交付決定を行い、その旨を申請者に通知するもの

とする。 

 

（交付の条件） 

第７条 規則第６条による補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をしようとするときは、変

更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を提出し、知事の承認を受けること。た

だし、補助対象経費の各費目相互間において、いずれか低い額の２０％以内を増減さ

せる場合又は補助事業の目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更であっ

て、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合は、この限りではない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、変更（中止・廃止）承認申請書

（様式第３号）を提出し、知事の承認を受けること。 

（３）補助事業が予定期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂行が困難とな

った場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

 

（補助金の概算払） 

第８条 知事は、必要があると認める場合には、予算の範囲内で、市町村に対し、概算払

をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、概算払請求書（様式

第４号）を知事に提出しなければならない。 

 



（実績報告） 

第９条 市町村長は、当該事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して

１箇月を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い期日までに、実績報告書（様

式第５号）に必要関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 10 条 知事は、第９条の規定による実績報告書の提出を受けた場合において、その内容

を審査し、補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適

合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付額確定通知（様式第６号）

により通知するものとする。 

２ 知事は、市町村に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超え

る補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とする。ただし、

当該補助金の返還のための予算措置につき、地方公共団体議会の議決を必要とする場合

その他やむを得ない事情により、この期限により難い場合には、市町村の申請に基づき、

補助金の額の確定の通知の日から９０日以内で知事が別に定める日以内とすることがで

きる。 

４ 第２項の場合において、返還期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、

その未納に係る期間に応じて年利 10.95％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

（財産の処分の制限） 

第 11 条 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業によ

り取得し、又は効用の増加した価格が５０万円以上の機械、器具及びその他の財産につ

いては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令２５

５号）第１４条第１項第２号の規定により、内閣総理大臣が定める期間を経過するまで

は、知事の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄してはならない。 

２ 市町村長は、前項の承認を受けようとする場合は、財産処分承認申請書（様式第７号）

を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければ

ならない。 

４ 承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は

一部を納付させることがある。 

 



（書類の保管） 

第 12 条 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、当該補助事業終了の年度の翌年度から起算

して５年間、整備保管しておかなければならない。 

  ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経

過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律施行令（昭和３０年政令２５５号）第１４条第１項第２号の規定により、内閣

総理大臣が別に定める期間を経過するいずれかの長い日まで保管しておかなければなら

ない。 

附 則 

１ この要綱は、平成２７年１１月２７日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

２ 山梨県保育対策等促進事業費補助金交付要綱（平成２６年７月４日付け子第９３６号 

山梨県福祉保健部長通知）は廃止する。ただし、山梨県保育対策等促進事業費補助金交

付要綱に基づき交付された補助金については、この要綱の廃止後も、なお、その効力を

有する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年１１月２４日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年１２月２６日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年１０月２９日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年７月１日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。ただし、

改正後の様式第１号から様式第７号までの様式（「平成」を「令和」に改める部分に限る。）

については、令和元年５月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年１２月１０日から施行し、令和元年１０月１２日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年９月１日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年３月４日から施行し、令和３年１月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年７月８日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 



 この要綱は、令和４年３月７日から施行し、令和４年２月８日から適用する。ただし、

別表のうち特例措置分にかかる事業（４（２）感染症対策のための改修を除く。）につい

ては、令和３年１２月１日から適用し、別表のうち特例措置分にかかる事業（４（２）感

染症対策のための改修に限る。）については、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年６月３０日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年７月１２日から施行し、令和４年６月２４日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年１１月１１日から施行し、令和４年１０月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年１月２４日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年２月２１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年１０月１２日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年９月２０日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年７月１４日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年３月１１日から施行し、令和７年１２月２４日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年５月８日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 



別表

１ 運営費
（１） 基本型

ア 基本分
① 基本Ⅰ型（開所日数が週５日以上の場合）

１か所当たり年額

② 基本Ⅱ型（開所日数が週５に満たない場合）
１か所当たり年額

③ 基本Ⅲ型（保育所や地域子育て支援拠点などの既存施設・事業に
　 おいて配置されている職員のみで「こども家庭センター

連携等加算」の要件を満たす場合）
１か所当たり年額

イ 加算分
① 夜間加算 １か所当たり年額
② 休日加算 １か所当たり年額
③ 出張相談支援加算 １か所当たり年額
④ 機能強化のための取組加算 １か所当たり年額
⑤ 多言語対応加算 １か所当たり年額
⑥ 特別支援対応加算 １か所当たり年額
⑦ 多機能型加算 １か所当たり年額
⑧ こども家庭センター連携等加算 １か所当たり年額

※加算対象は、基本Ⅰ型及び基本Ⅱ型を実施する事業所に限る。

（２） 特定型
ア 基本分 １か所当たり年額

イ 加算分
① 夜間加算 １か所当たり年額
② 休日加算 １か所当たり年額
③ 出張相談支援加算 １か所当たり年額
④ 機能強化のための取組加算 １か所当たり年額
⑤ 多言語対応加算 １か所当たり年額
⑥ 特別支援対応加算 １か所当たり年額

（３）こども家庭センター型
別に定めるこども家庭センターの要件を満たしている施設を
設置している場合、次のアからカの合計額

ア 統括支援員の配置 １か所当たり

※「１か所当たり」とは、こども家庭センター1か所あたりとする。
※　人件費が地方財政措置や、他の交付金や補助金等から交付され

ている場合については対象としない。

イ 母子保健機能（従来の子育て世代包括支援センター）

①基本分
(ⅰ) 保健師等専門職員及び困難事例等を対応する職員を専任

により配置する場合
１か所当たり

(ⅱ）保健師等専門職員及び困難事例等を対応する職員を兼任
により配置する場合

１か所当たり

(ⅲ) 保健師等専門職員を専任、困難事例等を対応する職員
を兼任により配置する場合

１か所当たり

(ⅳ) 保健師等専門職員を兼任、困難事例等を対応する職員
を専任により配置する場合

１か所当たり

(ⅴ) 保健師等専門職員のみを専任により配置する場合
１か所当たり

(ⅵ) 保健師等専門職員のみを兼任により配置する場合
１か所当たり

（注）
以下の（１）
かつ（２）に
該当する市
町村につい
ては、補助
率を１／４と
する。

（１）財政力
指数１以下
の市町村
（２）国交付
要綱原則の
補助率（２
／３）で算
出した本区
分の国庫補
助額が１億
円を超える
市町村

1,646,000円

805,000円

805,000円

878,000円

878,000円

3,402,000円
325,000円

3,446,000円

886,000円
1,047,000円
2,194,000円

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

利用者
支援事
業

利用者支
援 事 業
（ 基 本
型・特定
型・こど
も家庭セ
ン タ ー
型）

利 用 者
支 援 事
業 の 実
施 に 必
要 な 経
費

１／６

1,646,000円
886,000円

1,047,000円
2,194,000円

8,508,000円

2,569,000円

325,000円

（注）
１／４

6,941,000円

15,015,000円

6,690,000円

12,260,000円

9,445,000円

9,505,000円

3,935,000円



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

※　

・保健師など専門職員を2名配置する場合
１市町村当たり

・保健師など専門職員を3名以上配置する場合
１市町村当たり

②加算分
(ⅰ) 多言語対応加算　　１か所当たり年額　 　  

(ⅱ) 特別支援対応加算　１か所当たり年額　 　 

※　イの「１か所当たり」とは、こども家庭センターのうち
「母子保健機能」に関する業務内容及び人員配置等の基準
を満たす施設・場所１か所当たりとする。

ウ 児童福祉機能（従来の市町村子ども家庭総合支援拠点）
①基本分（直営で行う場合。人件費については、会計年度職
員及び臨時的任用職員に限る。
(ⅰ)基礎単価

小規模A型
小規模B型
小規模C型
中規模型
大規模型

(ⅱ)最低配置人員を満たすための虐待対応専門員の上乗せ配置単価
4,819,000円×配置人数

(ⅲ)最低配置人員を満たした上での虐待対応専門員の上乗せ配置単価（上限５人）
4,819,000円×配置人数

②基本分（委託して行う場合）
(ⅰ)基礎単価

小規模A型
小規模B型
小規模C型
中規模型
大規模型

(ⅱ)最低配置人員を満たすための虐待対応専門員の上乗せ配置単価
常勤職員を配置した場合 6,426,000円×配置人数
非常勤職員を配置した場合 4,819,000円×配置人数

(ⅲ)最低配置人員を満たした上での虐待対応専門員の上乗せ配置単価（上限５人）
常勤職員を配置した場合 6,426,000円×配置人数
非常勤職員を配置した場合 4,819,000円×配置人数

③夜間・土日開所加算（人件費については、会計年度職員
　及び臨時的任用職員に限る。）

①又は②による基準額×（（１週間当たりの開所時間数－40）÷40）

④開設準備経費（児童福祉機能のみを開設する場合に限る。２開設準備費とは併用不可）
１か所当たり

⑤弁護士・医師等配置加算 １か所当たり

⑥地域活動等推進加算
(ⅰ)研修・広報啓発費用 １か所当たり
(ⅱ)見守り活動等推進費用 １か所当たり
(ⅲ)通訳業務費用 １か所当たり

※　ウの「１か所当たり」とは、こども家庭センターのうち、「児童福祉機能」
に関する業務内容及び人員配置等の基準を満たす施設・場所１か所当たりとする。

エ サポートプラン作成にかかる支援員の追加加算
①直営の場合（会計年度職員及び臨時的任用職員に限る。）

１人当たり
②委託の場合

１人当たり 6,426,000円

　平成27年度において、1か所に複数の専任職員を配置して事業を
実施、かつ引き続き同様の事業形態を維持している市町村は、(i)
から(vi)の基準額によらず、以下の基準額を適用することができ
るものとする。

14,988,000円

21,382,000円

805,000円

3,780,000円
10,347,000円
17,048,000円

878,000円

23,308,000円
43,151,000円

9,975,000円
16,542,000円
23,243,000円
35,699,000円
67,933,000円

7,678,000円

360,000円

872,000円
13,000,000円
1,560,000円

3,098,000円



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

※　配置人数については、サポートプラン40件作成につき１人とする。
なお、作成件数には、サポートプランを作成し手交できない場合も含むものとする。

※　１か所当たりの支援員の配置人数の上限は、人口規模に応じ以下のとおりとする。
なお、人口については直近の人口を用いるものとする。
人口10万人未満 １人
人口10万人以上かつ30万人未満 ２人
人口30万人以上 ３人

※　エの「１か所当たり」とは、こども家庭センター１か所当たりとする。

オ 地域資源開拓コーディネーターの配置
①直営の場合（会計年度職員及び臨時的任用職員に限る。）

１人当たり
②委託の場合

１人当たり

※　１か所当たり１人を上限とする。
※　オの「１か所当たり」とは、こども家庭センター１か所当たりとする。

カ 制度施行円滑導入経費 １市町村当たり

（経過措置）

２ 開設準備経費（改修費等）
（１） 基本型及び特定型（基本Ⅲ型を除く） １か所当たり
（２） こども家庭センター型 １か所当たり

※交付決定した年度中に支払われたものに限る。
※（２）において、「１か所当たり」とは、こども家庭センター１か所当たりとする。

１ 運営費
次の（１）から（３）により算出された額の合計額

１か所当たりの妊娠届出受理数700件以上

１か所当たりの妊娠届出受理数200件以上700件未満

１か所当たりの妊娠届出受理数200件未満

利用者支
援事業

（妊婦等
包括相談
支援事業

型）

（１）

（２）

（３）

１／４

※「１か所当たり」とは、こども家庭センターの母子保健機能に係る窓口（従前の子育て世
代包括支援センター）１か所当たりとする。
※こども家庭センターを設置していない市町村は、従前の子育て世代包括支援セター１か所
当たりとする。
※こども家庭センターを設置していない、かつ、従前の子育て世代包括支援センターを設置
していない市町村は、１か所とする。
※人件費が地方財政措置や補助金など別に交付されている場合については対象としない。

※妊娠届出とは、母子保健法第15条に定める妊娠の届出の他、転入者から妊娠していること
の届出等の告知も含むものとする。

3,098,000円

6,426,000円

3,608,000円

4,000,000円
7,678,000円

　別に定めるこども家庭センターの要件を満たしていない施設であって、こども家庭セン
ターの「母子保健機能」に関する業務内容及び人員配置等の基準を満たす施設・場所を設
置している場合には「山梨県妊娠出産育児包括支援事業費補助金交付要綱」を適用する。
　こども家庭センターの「児童福祉機能」に関する業務内容及び人員配置等の基準を満た
す施設・場所を設置している場合にはウに掲げる基準額を適用する。

17,293,000円

10,847,000円

9,092,000円



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

１ 一般型
（１） 保育短時間認定（ア～エについては在籍児童１人当たり年額、オについては１事業当たり年額）

ア　保育所及び認定こども園並びに事業所内保育事業（定員20人以上）

イ　小規模保育事業

ウ　事業所内保育事業（定員19人以下）

エ　家庭的保育事業

オ　障害児保育加算（平均対象障害児数が１人以上の施設）

（２） 保育標準時間認定（１事業当たり年額）
ア　保育所及び認定こども園

イ　小規模保育事業

※

ウ　事業所内保育事業

１時間 1,756,000円 1,432,000円 1,432,000円
自
園
調
理
等

4,513,000円 4,513,000円

　「自園調理等」は、食事について、事業所内で調理する方法により提供する
事業所及び連携施設又は給食搬入施設から食事を調理・搬入して提供する事業
所に適用（ウ及びエにおいて同じ）

5,236,000円6,809,000円

２～３時間 2,007,000円 1,621,000円 1,621,000円

４～５時間 5,778,000円

４～５時間 4,371,000円 3,676,000円 3,676,000円
６時間以上 6,809,000円 4,090,000円 4,090,000円

1,543,000円 1,389,000円 1,389,000円

5,236,000円６時間以上

延長保
育事業

延長保育
事業

延 長 保
育 事 業
の 実 施
に 必 要
な経費

1,916,000円 1,916,000円

1,761,000円 1,761,000円 1,761,000円
４～５時間 3,996,000円 3,996,000円 3,978,000円

5,691,000円 5,691,000円 5,673,000円

そ
の
他

３０分 600,000円 600,000円 600,000円
１時間 1,510,000円 1,510,000円 1,510,000円

２～３時間

６時間以上 4,446,000円 4,446,000円 4,428,000円

２時間 28,200円
３時間

１／３

延長時間区分
１時間 23,300円

１時間 97,300円
２時間 194,600円

1,909,000円

延長時間区分
１時間 14,100円

600,000円
１時間

３時間 291,900円

延長時間区分

69,900円

39,000円30,700円２時間
19,500円15,400円１時間

Ｃ型

延長時間区分
３０分

延長時間区分

6,280,000円
６時間以上 7,401,000円
４～５時間

1,556,000円 1,556,000円 1,556,000円
２～３時間 1,916,000円

42,300円

延長時間区分

２～３時間 2,955,000円

延長時間区分 Ａ型 Ｂ型 Ｃ型
自
園
調
理
等

３０分 600,000円 600,000円 600,000円
１時間

４～５時間 4,906,000円 4,906,000円 4,888,000円
６時間以上

延長時間区分 定員20人以上
定員19人以下

Ａ型

２～３時間 2,719,000円 1,763,000円 1,763,000円

Ｂ型
３０分 552,000円 552,000円 552,000円

そ
の
他

３０分 552,000円 552,000円 552,000円
１時間

46,600円２時間

Ａ型・Ｂ型

３時間

58,500円46,200円３時間

30分 150,000円
１時間 300,000円

２～３時間 750,000円



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

エ　家庭的保育事業

オ　夜間保育所において夜１０時以降に行う場合

カ　配置基準改善加算（平均対象児童数が21人以上の施設等）

キ　障害児保育加算（平均対象障害児数が1人以上の施設）

２ 訪問型
（１） 保育短時間認定（児童１人当たり年額）

ア　居宅訪問型

イ　その他（保育所等の施設で利用児童が１名となった場合）

（２） 保育標準時間認定（１事業当たり年額）
ア　居宅訪問型

イ　その他（保育所等の施設で利用児童が１名となった場合）

※

１ 教材費・行事費等（給食費以外）
生活保護世帯等に属する児童 １人当たり月額

２ 給食費（副食材料費）
低所得世帯・多子世帯等に属する児童 １人当たり月額

延長時間区分
３０分 150,000円
１時間 300,000円

２～３時間 750,000円
４～５時間 1,350,000円

671,000円 335,000円

６時間以上 4,899,000円 3,526,000円

6,394,000円
7,401,000円

１時間 335,000円

２時間以上 503,000円
１及び２ともに事業期間が６か月未満の施設にあっては、該当す

る１人（１事業）当たり年額に２分の１を乗じて得た額を基準額と
する。

延長時間区分
３０分 168,000円
１時間 335,000円

291,900円１時間

２～３時間 587,000円
４～５時間 980,000円
６時間以上 1,372,000円

２時間 503,000円
３時間 503,000円

２時間 583,800円
３時間 875,700円

延長時間区分

１／３
2,800円

5,100円

実費徴
収に係
る補足
給付を
行う事
業

実費徴収
に係る補
足給付を
行う事業

実 費 徴
収 に 係
る 補 足
給 付 を
行 う 事
業 の 実
施 に 必
要 な 経
費

延長時間区分
３０分 168,000円

延長時間区分
１時間 291,900円

２～３時間 1,174,000円 587,000円
４～５時間 2,217,000円 1,237,000円

600,000円

６時間以上

2,137,000円
3,183,000円

延長時間区分
３０分
１時間

２～３時間
４～５時間

そ
の
他

３０分 336,000円 168,000円
１時間

６時間以上 1,950,000円

４～５時間
２～３時間 1,226,000円 639,000円

延長時間区分 利用定員４人以上 利用定員３人以下
３０分 343,000円 176,000円
１時間 686,000円 351,000円

2,384,000円

3,023,000円 2,043,000円

４～５時間 1,350,000円
６時間以上 1,950,000円

自
園
調
理
等

６時間以上 3,757,000円

延長時間区分
３０分 150,000円
１時間 300,000円

２～３時間 750,000円



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

１ 新規参入施設等への巡回支援 １施設当たり年額

２ 認定こども園特別支援教育・保育経費
対象障害児１人当たり月額

３ 地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の
利用支援

対象幼児１人当たり月額

※

１ 運営費
（１） 短期入所生活援助（ショートステイ）事業

ア ２歳未満児、慢性疾患児 年間延べ日数 ×
イ ２歳以上児 年間延べ日数 ×
ウ 親子入所する場合の親及び緊急一時保護の親 年間延べ日数 ×
エ 居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添いの実施

年間実施日数 ×

※

ア ２歳未満児、慢性疾患児 年間延べ日数 ×
イ ２歳以上児 年間延べ日数 ×
ウ 親子入所する場合の親及び緊急一時保護の親 年間延べ日数 ×

（２） 夜間養護等（トワイライトステイ）事業
ア 夜間養護事業
（ア） 基本分 年間延べ日数 ×
（イ） 宿泊分 年間延べ日数 ×
イ 休日預かり事業 年間延べ日数 ×
ウ 居宅から実施施設等の間や、通学時等の児童の付き添いの実施

年間実施日数 ×

※

ア 夜間養護事業
（ア） 基本分 年間延べ日数 ×
（イ） 宿泊分 年間延べ日数 ×
イ 休日預かり事業 年間延べ日数 ×

（３） 実施施設における専従職員の配置に要する費用 １施設当たり年額

※次の要件を満たす施設に適用する。
①子育て短期支援事業の専従職員として、１名以上を配置すること
（施設入所児童の養育の支援等、他の業務との兼務は認めない。）。
②子育て短期支援事業の利用相談があった際には、受入体制が整っ
ているにもかかわらず利用を断る等、正当な理由なく利用の受入を
拒否しないこと。
③都道府県、児童相談所、市町村、要保護児童対策地域協議会等関
係期間との連携に努め、積極的に支援の受け皿となること。

※（３）の専従職員配置月数（１月に満たない端数を生じたときには、
これを１月とする。）が12月に満たない場合には、算定された基準額に
「配置月数÷⑫」を乗じた額（１円未満切り捨て）とする。

※１施設に対し、複数市町村で配置する場合は、配置に係る経費につい
て、代表する１市町村に対してのみ補助するものとする。

２ 開設準備経費（改修費等） １施設当たり年額
※　交付決定した年度中に支払われたものに限る。
※

400円
400円

2,100円
600円

養育環境等に課題があり、一時的に保護者と離れることを希望する
児童の受入を実施する場合において利用料を免除する場合又はひと
り親家庭等に対する優先的な利用を実施し、あわせて利用料減免を
実施する場合に（１）に加算する額

2,000円

2,000円

1,000円

4,200円

養育環境等に課題があり、一時的に保護者と離れることを希望する
児童の受入を実施する場合において利用料を免除する場合又はひと
り親家庭等に対する優先的な利用を実施し、あわせて利用料減免を
実施する場合に（２）に加算する額

7,281,000円

子育て
短期支
援事業

子育て短
期支援事
業

子 育 て
短 期 支
援 事 業
の 実 施
に 必 要
な経費

１／３

10,700円
5,540円
1,500円

1,360円
1,360円
2,510円

4,000,000円

　実施施設が「次世代育成支援対策施設整備交付金」による整備時
に「子育て短期支援事業のための居室等整備加算」を適用した場合
は開設準備経費は算定できない。

多様な
事業者
の参入
促進・
能力活
用事業

多様な事
業者の参
入促進・
能力活用
事業

400,000円 多 様 な
事 業 者
の 参 入
促 進 ・
能 力 活
用 事 業
の 実 施
に 必 要
な経費

１／３

65,300円

ただし、本事業の対象施設等として決定した日の属する年度の前年
度以前過去３カ年の平均月額利用料（10円未満の端数がある場合は
切り捨て。）が20,000円を下回る対象施設等を利用する幼児は、当
該平均月額利用料

20,000円



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

１

（１） ケース対応会議の開催

（２）

・ 育児・家事援助
・ 専門的相談支援

乳児家庭全戸訪問事業による家庭訪問数 ×

２ １以外の市町村
乳児家庭全戸訪問事業による家庭訪問数 ×

１ 専門的相談支援の実施 訪問数　×

２ 分娩に関わった産科医療機関の助産師等による訪問支援の実施
訪問数　×

１ 調整機関職員の専門性強化を図るための取組
（１） 児童福祉司任用資格取得のための研修（講習会）の受講

受講人数　×

（２） 更に児童虐待への専門性を向上させるための研修の受講
受講人数　×

２ 地域ネットワーク関係機関の連携強化を図るための取組
１市町村当たり

３ 地域ネットワーク構成員の専門性向上を図る取組
１市町村当たり

４ 地域ネットワークと訪問事業等との連携を図る取組
（１）

１市町村当たり

（２）

１市町村当たり

５ 地域住民への周知を図る取組
１市町村当たり

660,000円

子どもを守るための地域ネットワーク機能強化事業実施要綱の３
（４）①の取組のみを実施している場合

720,000円

子どもを守るための地域ネットワーク機能強化事業実施要綱の３
（４）①及び②の取組を実施している場合

2,520,000円

640,000円

１／３

80,000円

80,000円

3,000,000円

養育支
援訪問
事業

養育支援
訪問事業

8,000円 養 育 支
援 訪 問
事 業 の
実 施 に
必 要 な
経費

１／３

10,000円

養育支援訪問事業及び子育て世帯訪問支援事業をいずれも実施して
いる市町村

子ども
を守る
地 域
ネット
ワーク
機能強
化事業

子どもを
守る地域
ネ ッ ト
ワーク機
能強化事
業

子ども
を守る
地域
ネット
ワーク
機能強
化事業
の実施
に必要
な経費

8,000円

6,000円

乳児家
庭全戸
訪問事
業

乳児家庭
全戸訪問
事業

　支援が必要な家庭に対して次の（１）（２）の対応をいずれも実施して
いる市町村

乳 児 家
庭 全 戸
訪 問 事
業 の 実
施 に 必
要 な 経
費

１／３



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

１ 訪問支援費
（１）訪問支援費

ア　基本分 年間延べ利用時間数　×
年間延べ利用件数　　×

イ　加算分
以下（ア）～（ウ）に該当する世帯に対し、利用者負担減免を行う場合に
各区分に応じて加算
（ア）　生活保護法による被保護者世帯

年間延べ利用時間数　×
年間延べ利用件数　　×

（イ）　市町村民税非課税世帯（保護者及び当該保護者と同一の世帯に属
する者が地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による市町村民
税を課されない者（（ア）に掲げる者を除く。））
①１世帯当たり年間96時間まで

年間延べ利用時間数　×
年間延べ利用件数　　×

②１世帯当たり年間96時間超
年間延べ利用時間数　×
年間延べ利用件数　　×

（ウ）　市町村民税所得割合算額が77,101円未満世帯
①１世帯当たり年間48時間まで

年間延べ利用時間数　×
年間延べ利用件数　　×

②１世帯当たり年間48時間超
年間延べ利用時間数　×
年間延べ利用件数　　×

（２）訪問支援員に対して必要な研修を実施するための経費
（８時間以上の研修を市町村が主催又は共催により実施した場合）

１市町村当たり年額

２　　訪問支援事業を民間団体へ委託する際に運営に必要な事務費・管理費
１事業所当たり年額

１　運営費
（１）基本分

ア　週３日型 １事業所当たり年額
イ　週４日型 １事業所当たり年額
ウ　週５日型 １事業所当たり年額

（２）加算分
ア　ソーシャルワーク専門職員配置加算

要支援児童等の対応や関係機関との連携強化等の業務を行う職員の配置
１事業所当たり年額

イ　心理療法担当職員配置加算
メンタルケア等の心理的支援が必要な利用者に対して支援を行う職員の配置

１事業所当たり年額

ウ　送迎加算
居宅から実施事業所の間等の送迎を実施
（ア）週３日型 １事業所当たり年額
（イ）週４日型 １事業所当たり年額
（ウ）週５日型 １事業所当たり年額

エ　長時間開所加算（１事業所当たり年額）
（ア）平日分（１日６時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合）
　　「１日６時間を超え、かつ18児を超える時間」の年間平均時間に
　　以下を乗じたもの

①　週３日型 １事業所当たり年額
②　週４日型 １事業所当たり年額
③　週５日型 １事業所当たり年額

（イ）長期休暇等分（１日８時間を超えて開所する場合）
「１日８時間を超える時間」の年間平均時間に以下を乗じたもの
①　週３日型 １事業所当たり年額
②　週４日型 １事業所当たり年額
③　週５日型 １事業所当たり年額

１／３

１／３

1,650円
1,000円

564,000円

10,452,000円
13,936,000円

1,650円
1,000円

1,650円
1,000円

子育て
世帯訪
問支援
事業の
実施に
必要な
経費

651,000円
868,000円

1,084,000円

156,000円
208,000円
258,000円

1,248,000円
1,560,000円

936,000円

児童育
成支援
拠点事
業の実
施に必
要な経
費

17,308,000円

2,297,000円

1,650円
1,000円

1,320円

2,297,000円

800円

子育て
世帯訪
問支援
事業

子育て世
帯訪問支
援事業

児童育
成支援
拠点事
業

児童育成
支援拠点
事業

990円
600円

360,000円



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

オ　賃借料補助加算 １事業所当たり年額

※　事業実施月数（１月に満たない端数を生じたときは、これを１月とする。）
が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数
÷12」を乗じた額（１円未満切り捨て）とする。

※　１事業所に対し、複数市町村で実施する場合は、事業実施に係る経費につ
いて、代表する１市町村に対してのみ補助するものとする。

２　開設準備経費（改修費等） １事業所当たり年額
※　当該年度に支払われたものに限る。

１　親子関係形成支援プログラムの実施
ア　基本分

１プログラムにおける回数（講座数）で算出
（ア）全４回 年間実施プログラム数　×
（イ）全５回 年間実施プログラム数　×
（ウ）全６回 年間実施プログラム数　×
（エ）全７回 年間実施プログラム数　×
（オ）全８回 年間実施プログラム数　×
（カ）全９回 年間実施プログラム数　×
（キ）全10回以上 年間実施プログラム数　×

※　１プログラムにおける回数（講座数）が１回増加すると、補助額が
23,280円増加。
※　１プログラムにおいて11回以上の実施する場合は、（キ）と同額と
とする。

イ　加算分
以下（ア）～（ウ）に該当する世帯に対し、利用者負担減免を行う場合
に加算。

（ア）生活保護法による被保護者世帯
年間延べ利用回数　　×

（イ）市町村民税非課税世帯
年間延べ利用回数　　×

（ウ）市町村民税所得割合算額が77,101円未満世帯
年間延べ利用回数　　×

※　延べ利用回数とは、１プログラムで実施する回数に利用者数を乗じ
たものとする（例えば、全４回のプログラムを５人利用し、全５回のプ
ログラムを２人利用する場合は、30回とする）。なお、一部欠席した場
合も回数に含めて差し支えないが、全て欠席した場合は、含めることは
できない。

２　親子関係形成支援プログラム資格取得等支援
　親子関係形成支援プログラムを実施する際に必要な人材の要請に必要
な費用の支援を行う。対象者は、親子関係形成支援プログラムの実施の
ために□等の取得や研修等の受講が必要な者とする。なお、資格取得者
問い言うに対して親子関係形成支援プログラムへの積極的な従事を要件
として設定すること、

１市町村当たり年額　×

１ 運営費（１か所当たり年額）
（１） 一般型

ア 基本分
（ア） ３～４日型

・ 職員を合計３名以上配置する場合
・ 職員を合計２名配置する場合

（イ） ５日型
・ 常勤職員を配置する場合
・ 非常勤職員のみを配置する場合

（ウ） ６日型
・ 常勤職員を配置する場合
・ 非常勤職員のみを配置する場合

（エ）　７日型
・ 常勤職員を配置する場合
・ 非常勤職員のみを配置する場合

１／３親子関
係形成
支援事
業

親子関係
形成支援
事業

親子関
係形成
支援事
業の実
施に必
要な経
費

93,120円
116,400円
139,680円
162,960円
186,240円
209,520円

10,738,000円
7,449,000円

9,636,000円
5,908,000円

4,805,000円

地域子
育て支
援拠点
事業の
実施に
必要な
経費

3,000,000円

4,000,000円

232,800円

2,330円

1,860円

1,400円

100,000円

１／３

6,561,000円

地域子
育て支
援拠点
事業

地域子育
て支援拠
点事業

11,850,000円
8,560,000円



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

※

イ 加算分
（ア） 子育て支援活動の展開を図る取組

３～４日型
５日型
６～７日型

（イ） 地域支援
（ウ） 特別支援対応加算
（エ） 研修代替職員配置加算 １人あたり年額
（オ） 育児参加促進講習休日実施加算
（カ） 賃借料加算

（２） 出張ひろば

（３） 小規模型指定施設
ア 基本分
イ 加算分

（４） 連携型
ア 基本分 ３～４日型

５～７日型
イ 加算分
（ア） 地域の子育て力を高める取組
（イ） 特別支援対応加算
（ウ） 研修代替職員配置加算 １人あたり年額
（エ） 育児参加促進講習休日実施加算

※

２ 開設準備経費（１か所当たり年額）
（１） 改修費等 １か所当たり

（２） 礼金及び賃借料（開設前月分） １か所当たり
※　（１）（２）とも交付決定した年度中に支払われたものに限る。

446,000円

464,000円

1,184,000円
26,000円

2,216,000円
3,449,000円

1,809,000円

512,000円
1,184,000円

26,000円

4,000,000円

600,000円

3,782,000円
3,343,000円
1,714,000円

1,723,000円

3,412,000円
1,706,000円

　事業実施月数（１月に満たない端数を生じたときは、これを１月
とする。）が12月に満たない場合には、各基準額（加算分も含む）
ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額（１円未
満切り捨て）とする。月によって開所日数等が変動し、基準額が複
数となる場合は、各基準額に「事業実施月数÷12」を乗じること。

（イ）～（エ）について、「平成24年度子育て支援交付金の交付
対象事業等について」１（５）③センター型（経過措置（小規模型
指定施設）の場合を除く）として実施し、引き続き同様の事業形態
を維持している場合は、「「常勤職員」を配置した場合」の補助基
準額を適用することができるものとする。

2,800,000円



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

１ 運営費
（１） 一般型

ア 一般型対象児童（イ～エを除く）（１か所当たり年額）
（ア） 基本分

①

※20,100人以上の場合は別途協議

8,700人以上9,300人未満 25,346,000円

17,700人以上18,300人未満

4,500人以上5,100人未満 13,712,000円

3,300人以上3,900人未満 10,388,000円
3,900人以上4,500人未満

11,100人以上11,700人未満 31,994,000円

１／３

保育従事者がすべて保育士又は１日当たり平均利用児童数概ね
３人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者と同等
の研修を修了した者の場合。

年間延べ利用児童数 基準額

14,100人以上14,700人未満 40,304,000円

19,500人以上20,100人未満 55,262,000円

16,500人以上17,100人未満 46,952,000円
17,100人以上17,700人未満 48,614,000円

18,900人以上19,500人未満 53,600,000円

9,300人以上9,900人未満 27,008,000円

38,642,000円

一 時 預
か り 事
業 の 実
施 に 必
要 な 経
費

200人以上300人未満 3,079,000円
300人以上900人未満 3,492,000円
900人以上1,500人未満 3,740,000円
1,500人以上2,100人未満 5,402,000円

14,700人以上15,300人未満 41,966,000円

11,700人以上12,300人未満 33,656,000円
12,300人以上12,900人未満 35,318,000円

15,900人以上16,500人未満 45,290,000円

一時預
かり事
業

一時預か
り事業
（ 一 般
分）

8,726,000円

5,100人以上5,700人未満 15,374,000円
5,700人以上6,300人未満 17,036,000円
6,300人以上6,900人未満 18,698,000円

18,300人以上18,900人未満 51,938,000円

15,300人以上15,900人未満 43,628,000円

6,900人以上7,500人未満 20,360,000円
7,500人以上8,100人未満 22,022,000円
8,100人以上8,700人未満 23,684,000円

2,700人以上3,300人未満

12,900人以上13,500人未満 36,980,000円
13,500人以上14,100人未満

　※管内全事業所の合計年間延べ利用児童数（一般型対象児童
（イ～エを除く）に限る。）（以下、「全事業所合計年間延べ利
用児童数」という。）が管内乳幼児（０～５歳）人口を超過する
場合には、市町村あたりの（ｱ）基本分基準額を次の算出式に
よって算定された額とする。
（算出式）
　全事業所の下欄基準額合計×管内乳幼児人口÷全事業所合計年
間延べ利用児童数＋全事業所の下欄基準額合計×（全事業所合計
年間延べ利用児童数ー管内乳幼児人口）÷全事業所合計年間延べ
利用児童数×0.75

2,100人以上2,700人未満 7,064,000円

12,050,000円

50,276,000円

9,900人以上10,500人未満 28,670,000円
10,500人以上11,100人未満 30,332,000円

50人未満
50人以上100人未満
100人以上200人未満

1,539,000円

2,555,000円
2,063,000円



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

② 　①以外（地域密着Ⅱ型を含む）の場合

※20,100人以上の場合は別途協議

（イ） 基幹型施設加算

イ 特別利用保育等対象児童（児童１人当たり日額）

（ア） 平日分
（イ） 長期休業日（８時間未満）
（ウ） 長期休業日（８時間以上）
（エ） 休日分（土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用）
（オ） 長時間加算　　　　

・ 超えた利用時間が２時間未満
・ 超えた利用時間が２時間以上３時間未満
・ 超えた利用時間が３時間以上

ウ 緊急一時預かり対象児童（児童１人当たり日額）

エ

オ　 利用者負担軽減（児童１人当たり日額）
・　　生活保護法による被保護者世帯
・　　市町村民税非課税世帯
・　　市町村民税所得割合算額が77,101円未満世帯
・　　その他要支援児童のいる世帯

※　オは緊急一時預かりを除く。

4,200円特別支援児童（障害児・多胎児）加算（児童１人当たり日額）

3,000円
2,400円

8,100人以上8,700人未満 22,829,000円

（子ども・子育て支援法第２８条第１項第２号に規定する特別利用
保育の提供を受ける児童及び第３０条第１項第２号に規定する特別
利用地域型保育の提供を受ける児童。）

440円

800円

440円
880円

200円
300円

4,400円

42,053,000円

5,700人以上6,300人未満 16,421,000円

15,900人以上16,500人未満 43,655,000円
16,500人以上17,100人未満 45,257,000円

8,700人以上9,300人未満

17,100人以上17,700人未満 46,859,000円
17,700人以上18,300人未満 48,461,000円
18,300人以上18,900人未満 50,063,000円
18,900人以上19,500人未満 51,665,000円
19,500人以上20,100人未満 53,267,000円

1,400,000円

7,500人以上8,100人未満 21,227,000円

4,500人以上5,100人未満 13,217,000円

9,900人以上10,500人未満 27,635,000円
10,500人以上11,100人未満 29,237,000円
11,100人以上11,700人未満 30,839,000円
11,700人以上12,300人未満 32,441,000円
12,300人以上12,900人未満 34,043,000円
12,900人以上13,500人未満 35,645,000円
13,500人以上14,100人未満 37,247,000円
14,100人以上14,700人未満 38,849,000円
14,700人以上15,300人未満 40,451,000円

（（ア）（イ）については４時間（又は特別利用保育等として提供
される時間との合計が８時間）、（ウ）（エ）については８時間を
超えた利用）

100円

15,300人以上15,900人未満

2,100円

24,431,000円
9,300人以上9,900人未満 26,033,000円

1,500円

6,300人以上6,900人未満 18,023,000円
6,900人以上7,500人未満 19,625,000円

年間延べ利用児童数 基準額

200人以上300人未満

2,700人以上3,300人未満

300人以上900人未満 3,366,000円

5,100人以上5,700人未満 14,819,000円

3,300人以上3,900人未満 10,013,000円
3,900人以上4,500人未満

8,411,000円

11,615,000円

900人以上1,500人未満 3,605,000円

3,079,000円

2,100人以上2,700人未満 6,809,000円
1,500人以上2,100人未満 5,207,000円

50人未満
50人以上100人未満
100人以上200人未満

1,539,000円

2,555,000円
2,063,000円



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

（２） 幼稚園型Ⅰ
ア 在籍園児分（ウを除く）（児童１人当たり日額）
（ア） 基本分（平日の教育時間前後や長期休業日の利用）

Ⅰ 年間延べ利用児童数2,000人超の施設
① 平日
② 長期休業日（８時間未満）
③ 長期休業日（８時間以上）

Ⅱ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設
① 平日 （1,760,000円　÷　年間延べ利用児童数）　－　440円

（10円未満切り捨て）
② 長期休業日（８時間未満）
③ 長期休業日（８時間以上）

（イ） 休日分（土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用）
　　　 　　　　　
（ウ） 長時間加算　　　　

Ⅰ

・ 超えた利用時間が２時間未満
・ 超えた利用時間が２時間以上３時間未満
・ 超えた利用時間が３時間以上

Ⅱ

・ 超えた利用時間が２時間未満
・ 超えた利用時間が２時間以上３時間未満
・ 超えた利用時間が３時間以上

（エ） 保育体制充実加算
Ⅰ 　次の①又は②の要件を満たした上で、③及び④の要件を

満たす施設 １か所当たり年額

Ⅱ 　次の①又は②の要件を満たした上で、③及び⑤の要件を
満たす施設 １か所当たり年額

2,892,400円

100円
200円
300円

①平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上（平日につ
いては教育時間を含む）の預かりを実施していること。
②平日及び長期休業中の双方において、原則９時間以上（平日につ
いては教育時間を含む）の預かりを実施するとともに、休日におい
て40日以上の預かりを実施していること。
③年間延べ利用児童数が2000人超の施設であること。
④児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省第11号）第36条の35第２号
ロ（附則第56条第１項において読替え）及びハに基づき配置する者
（以下「教育・保育従事者」）をすべて保育士又は幼稚園教諭普通
免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は２名
を下ることがないこと。
⑤教育・保育従事者の概ね２分の１以上を保育士又は幼稚園教諭普
通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は２
名を下ることがないこと。

1,446,200円

150円
300円
450円

　（ア）Ⅰ①及び（ア）Ⅱ①については４時間（又は教育時間と
の合計が８時間）、（ア）Ⅰ③、（ア）Ⅱ③及び（イ）について
は８時間を超えた利用の場合

　（ア）Ⅰ②及び（ア）Ⅱ②については４時間を超えた利用の場
合

880円

480円

440円
880円

480円

960円



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

（オ） 就労支援型施設加算（事務経費）
１か所当たり年額

※１

※２

イ 在籍園児以外の児童分（ウ及び（３）を除く）（児童１人当たり日額）
（ア） 基本分
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　
（イ） 長時間加算　　　　（８時間を超えた利用）

・ 超えた利用時間が２時間未満
・ 超えた利用時間が２時間以上３時間未満
・ 超えた利用時間が３時間以上

ウ 特別な支援を要する児童分（児童１人当たり日額）
① 平日分
② 長期休業分
③ 休日分（土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用）

※

※

（３） 幼稚園型Ⅱ（児童１人当たり日額）
ア ２歳児
　Ⅰ 一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）を利用する年間延べ利用児童数が

1,500人以上の施設
（ア） 基本分
（イ） 長時間加算　　　　（８時間を超えた利用）

・ 超えた利用時間が２時間未満
・ 超えた利用時間が２時間以上３時間未満
・ 超えた利用時間が３時間以上

　Ⅱ 一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）を利用する年間延べ利用児童数が
1,500人未満の施設

（ア） 基本分
（イ） 長時間加算　　　　（８時間を超えた利用）

・ 超えた利用時間が２時間未満
・ 超えた利用時間が２時間以上３時間未満
・ 超えた利用時間が３時間以上

イ １歳児
（ア） 基本分
（イ） 長時間加算　　　　（８時間を超えた利用）

・ 超えた利用時間が２時間未満
・ 超えた利用時間が２時間以上３時間未満
・ 超えた利用時間が３時間以上

1,383,200円

280円

840円

　以下のいずれかの要件を満たすと市町村が認める児童に適用す
る。
（ア）教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な
事業者の参入促進・能力活用事業（認定こども園特別支援教育・保
育経費）や都道府県等による補助事業等の対象となっている児童
（イ）特別児童扶養手当受給証明書を所持する児童、身体障害者手
帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回
支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等によ
り障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において
特別な支援を要すると市町村が認める児童

　※２③の配置月数（１月に満たない端数を生じたときは、これを
１月とする。）が６月に満たない場合には、１か所当たり年額を
691,600円とする

　次の要件を満たす施設に適用する。
①平日及び長期休業中の双方において、８時間以上（平日について
は教育時間を含む）の預かりを実施していること
②次のいずれかの要件を満たしていること
a 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準
（平成26年内閣府令39号）第42条に規定されている連携施設となっ
ていること
b ３以上の市町村から園児を受け入れていること
c 一時預かり事業（幼稚園型Ⅱ）を実施していること
③本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること

　　　

150円
300円
450円

2,910円

330円
660円
990円

880円

2,560円

560円

2,560円

280円
560円
840円

4,000円
8,000円
8,000円

　幼稚園型Ⅰに係る公費支援の総額（１施設当たり年額）は、
11,245,300円を上限額とする（なお、待機児童又は特別な支援を要
する児童の受け入れ促進に資する措置（ア（ア）Ⅰ③、ア（ア）Ⅱ
③、ア（ウ）、ア（エ）、ア（オ）、イ（イ）及びウに係る基準
額）を適用したことにより、11,245,300円を超えた場合は、この限
りでない）。



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

ウ ０歳児
（ア） 基本分
（イ） 長時間加算　　　　（８時間を超えた利用）

・ 超えた利用時間が２時間未満
・ 超えた利用時間が２時間以上３時間未満
・ 超えた利用時間が３時間以上

（４） 余裕活用型（児童１人当たり日額）
ア 基本分
イ
ウ 利用者負担軽減（児童１人当たり日額）

・　　生活保護法による被保護者世帯
・　　市町村民税非課税世帯
・　　市町村民税所得割合算額が77,101円未満世帯
・　　その他要支援児童のいる世帯

（５） 居宅訪問型（児童１人当たり日額）
ア イの緊急一時預かり対象児童以外の児童

利用時間４時間以上
利用時間４時間未満

イ 緊急一時預かり対象児童
利用時間４時間以上
利用時間４時間未満

ウ

エ 利用者負担軽減（児童１人当たり日額）
・　　生活保護法による被保護者世帯
・　　市町村民税非課税世帯
・　　市町村民税所得割合算額が77,101円未満世帯
・　　その他要支援児童のいる世帯

※　エは緊急一時預かりを除く。

２ 開設準備経費（１か所当たり年額）
（１） 改修費等

（２） 礼金及び賃借料（開設前月分）
※　（１）（２）とも交付決定した年度中に支払われたものに限る。
※　（２）は一般型に限る。

１ 運営費の事務経費加算（一般型に限る）

4,200円

3,044,000円

16,000円
8,000円

4,000,000円

600,000円

2,100円
1,500円

3,000円

3,000円
2,400円

6,000円

１／３一時預か
り事業
（その他
分）

特別支援児童（障害児・多胎児）加算（児童１人当たり日額）

12,000円

2,400円
2,100円
1,500円

2,800円
4,200円

特別支援児童（障害児・多胎児）加算（児童１人当たり日額）

一 時 預
か り 事
業 の 実
施 に 必
要 な 経
費

5,120円

560円
1,120円
1,680円



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

１ 病児対応型
（１） 基本分 １か所当たり年額

うち改善分
※

（２） 加算分
ア 年間延べ利用児童数に応じた加算

※4,000人以上の場合は別途協議

イ 送迎対応を行う看護師等雇上費
１か所当たり年額

ウ 送迎経費 １か所当たり年額
エ 研修参加費用（研修代替職員の配置に要する費用を含む）

職員１人当たり年額
オ 当日キャンセル対応加算

カ　 感染症対応加算 １か所当たり年額

（３） 普及定着促進費（開設準備経費）
ア 改修費等 １か所当たり
イ 礼金及び賃借料（開設前月分） １か所当たり

※　ア及びイとも交付決定した年度中に支払われたものに限る。

２ 病後児対応型
（１） 基本分 １か所当たり年額

うち改善分
※

病児保
育事業

(2)50回以上100回未満
(3)100回以上150回未満
(4)150回以上

基準額(1か所当たり年額)

6,894,000円

4,000,000円

2,225,000円

2,200人以上2,400人未満 26,880,000円
2,400人以上2,600人未満 29,120,000円
2,600人以上2,800人未満 31,360,000円
2,800人以上3,000人未満

200人以上300人未満 3,540,000円
300人以上400人未満 4,720,000円

500人以上600人未満 7,080,000円

33,600,000円

800人以上900人未満

247,900円
502,500円

3,800人以上4,000人未満 42,400,000円
3,600人以上3,800人未満 40,280,000円

5,400,000円
3,634,000円

2,538,000円

36,040,000円

100人以上150人未満 1,770,000円

年間キャンセル回数
(1)25回以上50回未満

1,900人以上2,000人未満 23,600,000円
22,420,000円

150人以上200人未満 2,360,000円

600,000円

3,400人以上3,600人未満

病児保育
事業（特
定分、一
般分・事
業費）

１／３

2,000人以上2,200人未満 24,640,000円

1,400人以上1,500人未満 17,700,000円
1,500人以上1,600人未満 18,880,000円

400人以上500人未満 5,900,000円

1,600人以上1,700人未満 20,060,000円
1,700人以上1,800人未満

病 児 保
育 事 業
の 実 施
に 必 要
な経費

50人以上100人未満 1,180,000円

9,459,000円

年間延べ利用児童数 基準額
（１か所当たり年額）

1,800人以上1,900人未満

600人以上700人未満 8,260,000円
700人以上800人未満

670,000円

9,440,000円

16,520,000円

1,100人以上1,200人未満
1,000人以上1,100人未満 12,980,000円

10,620,000円

21,240,000円

900人以上1,000人未満 11,800,000円

1,005,000円

38,160,000円

18,000円

14,160,000円
1,200人以上1,300人未満 15,340,000円
1,300人以上1,400人未満

　ただし、以下のいずれの要件も満たさない場合には改善分を減額
すること。
・利用の少ない日等において、地域の保育所等への情報提供や巡回
支援等を実施する。
・市町村間の広域連携（市町村をまたいだ利用者の受け入れ）を行
い、他市町村に住民票を有する利用者が予約等できるICTを導入して
いる。

3,000人以上3,200人未満 33,920,000円
3,200人以上3,400人未満

1,542,000円

　ただし、以下のいずれの要件も満たさない場合には改善分を減額
すること。
・利用の少ない日等において、地域の保育所等への情報提供や巡回
支援等を実施する。
・市町村間の広域連携（市町村をまたいだ利用者の受け入れ）を行
い、他市町村に住民票を有する利用者が予約等できるICTを導入して
いる。



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

（２） 加算分
ア 年間延べ利用児童数に応じた加算

※4,000人以上の場合は別途協議

イ 送迎対応を行う看護師等雇上費
１か所当たり年額

ウ 送迎経費 １か所当たり年額
エ 研修参加費用（研修代替職員の配置に要する費用を含む）

職員１人当たり年額
オ 当日キャンセル対応加算

カ　 感染症対応加算 １か所当たり年額

（３） 普及定着促進費（開設準備経費）
ア 改修費等 １か所当たり
イ 礼金及び賃借料（開設前月分） １か所当たり

※　ア及びイとも交付決定した年度中に支払われたものに限る。

３ 体調不良児対応型
（１） 基本分 １か所当たり年額

（ただし、事業期間が６か月未満の施設にあっては、2,627,000円）
※

（２） 加算分
ア 送迎対応を行う看護師等雇上費

１か所当たり年額
イ 送迎経費 １か所当たり年額
ウ 研修参加費用 職員１人当たり年額

（３） 改善分 １か所当たり年額
（ただし、事業期間が６か月未満の施設にあっては、2,248,000円）

※

9,982,800円
900人以上1,000人未満 11,092,000円

年間延べ利用児童数 基準額

12,201,200円

100人以上150人未満

3,327,600円
300人以上400人未満

2,400人以上2,600人未満 27,372,800円
2,600人以上2,800人未満
2,800人以上3,000人未満 31,584,000円

3,600人以上3,800人未満 37,863,200円

502,500円

29,478,400円

1,100人以上1,200人未満 13,310,400円

7,764,400円

1,800人以上1,900人未満

(3)100回以上150回未満 670,000円

247,900円
(2)50回以上100回未満

　平成27年度以降新規開設し看護師等を１名配置して実施する施設
の場合

年間キャンセル回数 基準額(1か所当たり年額)
(1)25回以上50回未満

3,634,000円
10,000円

　平成26年度以前から実施する施設、または平成27年度以降新規開
設し看護師等を２名以上配置して実施する施設の場合

700人以上800人未満 8,873,600円

2,000人以上2,200人未満 23,161,600円
22,184,000円

1,000人以上1,100人未満

（１か所当たり年額）

800人以上900人未満

200人以上300人未満

1,900人以上2,000人未満

2,200人以上2,400人未満 25,267,200円

1,300,000円

2,218,400円

4,436,800円
400人以上500人未満 5,546,000円
500人以上600人未満 6,655,200円
600人以上700人未満

5,400,000円
3,634,000円

4,000,000円
600,000円

5,254,000円

5,400,000円

3,000人以上3,200人未満 31,884,800円
33,877,600円

3,400人以上3,600人未満 35,870,400円

(4)150回以上

50人以上100人未満

1,200人以上1,300人未満 14,419,600円
1,300人以上1,400人未満 15,528,800円
1,400人以上1,500人未満 16,638,000円
1,500人以上1,600人未満 17,747,200円
1,600人以上1,700人未満 18,856,400円
1,700人以上1,800人未満 19,965,600円

21,074,800円

1,005,000円

1,663,800円
150人以上200人未満

1,542,000円

18,000円

4,496,000円

3,200人以上3,400人未満

3,800人以上4,000人未満 39,856,000円



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

４ 非施設型（訪問型）（１か所当たり年額）
（ただし、事業期間が６か月未満の施設にあっては、3,640,000円）

１ 低所得者減免分加算（病児対応型）
（１） 生活保護法による被保護者世帯

5,000円　×　年間延利用人数

（２） 市区町村民税非課税世帯
2,500円　×　年間延利用人数

※

２ 低所得者減免分加算（病後児対応型）
（１） 生活保護法による被保護者世帯 5,000円　×　年間延利用人数

（２） 市区町村民税非課税世帯 2,500円　×　年間延利用人数
※

１ 運営費（１市町村当たり年額）
（１） 基本事業

ア 基本分

イ 加算分
（ア） 支部の設置か所数に応じた加算

・ １０か所以上
・ １０か所未満 支部数　×　1,000,000円

（イ）

（ウ） 土日実施加算
※

① 会員登録を行うための事業説明会
② アドバイザー等の立ち会いによる利用会員と提供会員との

事前顔合わせ

26,300,000円

基準額

50人～99人 1,800,000円
1,000,000円

　土曜日、日曜日又は祝日に、以下の①及び②を合わせて年間３０
回以上実施する場合に適用。

8,100,000円

20人～49人

3,000人～3,999人 20,200,000円

100人～299人 2,000,000円

32,400,000円

28,300,000円
30,300,000円

子育て
援助活
動支援
事 業
（ファ
ミ
リー・
サポー
ト・セ
ンター
事業）

子育て援
助活動支
援 事 業
（ファミ
リー・サ
ポート・
センター
事業） 300人～599人 2,800,000円

2,000人～2,999人

病児保育
事業（特
定分・低
所得者減
免 分 加
算）

7,280,000円

　市町村民税非課税世帯のうち、生活保護法（昭和２５年法律第１
４４号）に定める要保護者の属する世帯等、特に困窮していると市
町村が認めた世帯の利用に係る加算額については、被保護者世帯と
同額とすること。

10,100,000円

２４時間以上の講習（ただし、講習内容には、「安
全・事故」の項目は必ず含むものとする）の実施によ
る加算

360,000円

1,800,000円

１／３

１／３子育て
援助活
動支援
事業
（ファ
ミ
リー・
サポー
ト・セ
ンター
事業）
の実施
に必要
な経費

7,000人～7,999人
8,000人～8,999人
9,000人以上

22,200,000円
24,300,000円

　市町村民税非課税世帯のうち、生活保護法に定める要保護者の属
する世帯等、特に困窮していると市町村が認めた世帯の利用に係る
加算額については、被保護者世帯と同額とすること。

1,000人～1,499人
600人～999人 4,000,000円

会員数

1,500人～1,999人
16,200,000円

病 児 保
育 事 業
の 実 施
に 必 要
な経費

5,000人～5,999人
4,000人～4,999人

12,100,000円

6,000人～6,999人



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

（２） 病児・緊急対応強化事業
ア 基本分

イ 加算分
（ア） 近隣市町村会員受入
（イ） 初年度体制整備（事業開始年度に限る）

（３）

（４） 預かり手増加のための取組加算
（ア） 出張登録会や無料託児付き説明会の開催、SNS等を活用した周知・

広報などの取組を行う場合の加算

（イ） 預かりを行う会員数の増加等に応じた加算

※

（５） 提供会員の定着促進加算

（６） 地域子育て支援拠点等との連携を実施する場合の加算

（７） 性被害防止対策加算

２ 開設準備経費（１市町村当たり年額）
（１） 改修費等
（２） 礼金及び賃借料（開設前月分）

※　（１）（２）とも交付決定した年度中に支払われたものに限る。
デイサービス・アウトリーチ型

※

ア

イ 1,849,300円にアにより算出した数値を乗じて得た額を月額基準額とする。

（２） ショートステイ型

※

ア

イ 2,781,800円にアにより算出した数値を乗じて得た額を月額基準額とする。

（３） 24時間365日受入体制整備加算

（４） 住民税非課税世帯等に対する利用料減免加算

2,400,000円

増加数・割合

500,000円

1,200,000円

100人～199人

500,000円

１割以上 1,300,000円

120件～199件 3,800,000円

400件～599件

預かりを行う会員数
（前年度値）

預かり等の利用件数 基準額
～59件 1,800,000円

19人以下
20人～99人

20人以上

加算額

500,000円
1,000,000円

1,500,000円

700件～799件 16,500,000円

4,000,000円

２人以上

200人以上

1,500,000円

10,500,000円

4,000,000円

ファミリー・サポート・センターにおけるひとり親家庭等の利用支
援を実施する場合の加算

　援助を受ける会員は対象とならないため、人数に含めることは不可。
また、当該年度から新たに事業を開始した市町村は対象外とし、翌年度以降に申請可と
する。

１割以上

600,000円

600件～699件 14,500,000円

１か所あたり2,781,800円(※)×実施月数

１か所あたり年額 3,080,600円

22,600,000円
900件～999件 20,600,000円
1,000件以上

800件～899件 18,600,000円

1,000,000円

１／４

した額とする。

各事業者における対象経費の実支出額(平均月額)を1,849,300円で除して得た数値
（小数点第２位を切り上げ）を算出する(ただし、当該数値が１を超える場合は１
とする。)。

産後ケ
ア事業

　ただし、各事業者における上記の１か所あたりの月額基準額は、以下により算出

　ただし、各事業者における上記の１か所あたりの月額基準額は、以下により算出
した額とする。

各事業者における対象経費の実支出額(平均月額)を2,781,800円で除して得た数値
（小数点第２位を切り上げ）を算出する(ただし、当該数値が１を超える場合は１
とする。)。

１か所あたり1,849,300円(※)×実施月数
（１）

580,000円

産後ケ
ア事業
の実施
に必要
な経費

60件～119件

300件～399件 7,700,000円
200件～299件 5,700,000円

１回（泊）あたり5,000円



別表

１事業 ２区分 ３基準額 ４ 対 象
経費

５補助率

（５） （４）以外の世帯に対する利用料減免加算

※
補助対象外とする。

（６） 支援の必要性の高い利用者の受け入れ加算

（７） 兄姉や生後４か月以降の児を受け入れるデイサービス型又はショートステイ型
の施設に応じた加算

※
対象となる場合の加算は、１か所分として申請すること。

（８） 夜間に職員配置を２名以上にしているショートステイ型の施設に応じた加算

※
置している場合に加算の対象とすること。

１
（１）業務のＩＣＴ化を行うためのシステムの導入
（２）研修のオンライン化

（１）（２）の合計
※

※

（３）通訳や翻訳のための機器の導入
※

※

１
（１）放課後児童健全育成事業
（２）放課後児童健全育成事業以外

※

※

子ど
も・子
育て支
援法に
基づく
地域子
ども・
子育て
支援事
業（延
長保育
事業、
一時預
かり事
業、病
児保育
事業を
除
く。）

子ども・
子育て支
援法に基
づく地域
子ども・
子育て支
援事業
（延長保
育事業、
一時預か
り事業、
病児保育
事業を除
く。）
（特例措
置分）
（１）

地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業（令和７年度補正予算分）
50,000円
25,000円

　放課後児童健全育成事業は１支援の単位当たり、乳児家庭全戸訪
問事業、養育支援訪問事業、親子関係形成支援事業、子育て援助活
動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）は１市町村当
たり、その他事業は１か所当たり。
　安定的な事業運営を継続して提供できるような物品の購入等に係
る経費に限る。

事業継
続支援
事業
（令和
７年度
補正予
算分）
の実施
に必要
な経費

子ど
も・子
育て支
援法に
基づく
地域子
ども・
子育て
支援事
業

子ども・
子育て支
援法に基
づく地域
子ども・
子育て支
援事業
（特例措
置分）
（２）

１／３

１／３

１か所あたり256,700円×実施月数

　午後６時から翌朝の午前８時までに助産師、保健師又は看護師を２名以上配

150,000円

　連絡帳の電子化や、オンライン会議やオンラインを活用した相談
支援に必要なＩＣＴ機器の導入等の環境整備に係る経費及び、都道
府県等が実施する研修をオンラインで受講できるよう、必要なシス
テム基盤の導入等に係る経費に限る。

　（５）について、産後ケア事業で提供される食事代は産婦の自己負担とし、

１人あたり日額 7,000円

　１か所あたり182,900円×実施月数

（産婦１人当たり乳児１人の出産につき５回（泊）を上限とする。）

　乳児家庭全戸訪問訪問事業、養育支援訪問事業、親子関係形成支
援事業、子育て援助活動支援始業（ファミリー・サポート・セン
ター事業）は１市町村当たり、その他事業は１か所当たり
外国人の子育て家庭が事業を円滑に利用できるよう、多言語音声翻
訳システム等の導入に係る経費に限る。

地域子ども・子育て支援事業におけるICT化推進事業

500,000円
　乳児家庭全戸訪問訪問事業、養育支援訪問事業、親子関係形成支
援事業、子育て援助活動支援始業（ファミリー・サポート・セン
ター事業）は１市町村当たり、その他事業は１か所当たり

ＩＣＴ
化推進
事業の
実施に
必要な
経費

１回（泊）あたり2,500円

　１つの施設でデイサービス型及びショートステイ型を実施し、両方の型で


